
 

東京大学駒場図書館利用規則 

 

制定 平成１６年４月 １日 

駒 場 図 書 館 運 営 委 員 会 

（目的） 

第１条 この規則は、東京大学駒場図書館規則（以下｢図書館規則」という。）第６条の規

定に基づき、東京大学駒場図書館（以下「本館」という。）の利用について、同規則に

定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（開館日） 

第２条 本館は、次の閉館日を除き、毎日開館する。 

（１）１２月２８日から翌年１月４日までの日。ただし、１２月２７日が土曜日の場合及

び１月５日が日曜日の場合はこれを含む。 

（２）毎月の館内整備日 

（３）蔵書点検期間 

（４）大学入試センター試験日及び入学者選抜第二次試験日 

（５）駒場祭期間 

２ 東京大学駒場図書館長（以下「館長」という。）は、特に必要があると認める場合に

は、臨時に開館又は閉館することができる。 

 

（開館時間） 

第３条 開館時間は、概ね次の基準に基づき、授業期間及び試験期間等を考慮の上、館

長が別に定める。 

 

期 間 
授業期間及び試験

期間 

休業期間 

夏季休業期間 冬季休業期間 春季休業期間 

平 日 
８時３０分から 

２２時００分まで 

８時３０分から 

２０時００分まで 

８時３０分から 

１７時００分まで 

８時３０分から 

１７時００分まで 

土曜日 

日曜日 

休 日 

 ９時００分から 

１９時００分まで 

 ９時００分から 

１９時００分まで 

 ９時００分から 

１９時００分まで 
閉館 

備考 

   

館長が別に定める

期間は夏季休業期

間に同じ。 

 

（入館証・利用証） 

第４条 図書館規則第７条第１号から第２号に掲げる者のうち、東京大学（以下、「本学」

という。）から IC カードによる職員証又は学生証の発行を受けた者は、当該カードを図

書館利用証（以下｢利用証｣という。）とする。ただし、IC カード職員証が発行されない

者には、利用証として図書館専用 IC カードを貸与する。 

２ 図書館規則第７条第３号から第４号に掲げる者のうち、本学の元常勤教員、本館また

は東京大学大学院総合文化研究科図書館と相互利用に関する協定を締結した機関に所属

する者及び本学教育学部附属中等教育学校生徒（後期課程）には、利用証として図書館

専用 IC カードを貸与する。 

３ 図書館規則第７条第４号に掲げる者のうち、本学の卒業生、修了生及び元常勤職員に

は、入館証を交付する。 



 

４ 利用証及び入館証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

５ 第１項から第３項に該当する利用者は、身分証明書及び利用証又は入館証を常に携帯

し、本館職員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。 

 

 

（館内閲覧） 

第５条 利用者は、本館の図書その他の資料（以下「図書館資料」という。）を館内で閲

覧することができる。ただし、貴重図書については、本館職員の出納により、指定の場

所で閲覧しなければならない。 

 

（資料の利用の制限） 

第６条 次の各号に定める場合には、資料の利用を制限することができる。  

（１） 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第５条第１号、第２号及び第

４号イに掲げる情報（個人の情報に係る部分等）が記録されていると認められる場

合における、当該情報が記録されている部分。 

（２） 図書館資料の全部又は一部を、一定の期間、公にしないことを条件に個人又は独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第５条第２号に規定する法人等か

ら寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間。 

（３） 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を生

じるおそれがある場合。 

（４）  試験期間中において閲覧室等が非常に混雑している場合等、本学の学習、教育、

研究に支障をきたすおそれがある場合。 

 

（館外貸出） 

第７条 館長は、第４条に基づき利用証を交付された者に、本館の図書館資料の館外貸出

を許可することができる。 

２ 次の各号に定める資料は、館外貸出を行わない。 

（１） 貴重図書 

（２） 参考図書 

（３） 未製本の逐次刊行物 

（４） その他特に指定した図書館資料 

 

第８条 館長は、特に必要と認めたときは、利用者に対して貸出中の図書館資料の返却を

求めることができる。 

 

（転貸禁止) 

第９条 利用者は、館外貸出を受けた図書館資料を他の人に転貸してはならない。 

 

（複写・撮影） 

第１０条 本館の図書館資料の複写又は撮影を希望する者は、所定の手続により申込まな

ければならない。 

 

（参考調査） 

第１１条 利用者は、研究、教育又は学習上必要があるときは、参考となる情報の提供又

は関係図書館資料の調査について、本館に依頼することができる。 

 

（相互利用） 

第１２条 本学の教員、職員、学部学生、大学院学生、研究生及び聴講生等は、研究、教



 

育又は学習上必要があるときは、本学以外の図書館等が所蔵する図書館資料の利用につ

いて、本館に依頼することができる。 

２ 前項の利用に要する経費は、依頼者が負担しなければならない。 

 

第１３条 本館は、本学以外の図書館等から、本館の図書館資料の貸出又は複写の申込み

があった場合は、本学の利用に支障のない限りこれに応じるものとする。 

 

（施設の利用） 

第１４条 本館の施設の利用を希望する者は、所定の手続により申込まなければならな

い。 

 

（利用停止） 

第１５条 館長は、この規則に違反した者に対して、利用を停止することができる。又、

本館職員の指示に従わない者に対して、退館を命ずることができる。 

 

（賠償責任） 

第１６条 利用者は、本館の図書館資料又は設備・備品等を故意又は過失により亡失し、

又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

（個人情報の漏えい防止のための措置） 

第１７条 館長は、本館の図書館資料のうち公文書等の管理に関する法律（平成２１年

法律第６６号）第２条第５項第３号に該当するものであって、独立行政法人等の保有

する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第５条第１号及び第２号

に掲げる情報が記録されていると認められる図書館資料を所蔵する場合は、当該図書

館資料について、東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則に

準じ、必要な措置を講じる。 

 

（雑則） 

第１８条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規則を常

時閲覧室内に備え付けるものとする。 

 

第１９条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、館長が別

に細則で定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２４年１２月６日から施行する。 



 

 

附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２７年１２月１０日から施行し、改正後の東京大学駒場図書館利用規

則の規定は、平成２７年１２月１日から適用する。 

 

 

 


